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区役所改革担当 

契 約 管 財 課 

 

「将来に向けた持続可能な区役所への改革」の実施に伴う民間ビルの借用について 

 

「将来に向けた持続可能な区役所への改革」の実施に伴い、指揮命令系統の一元化及

び業務集約による業務分担の見直し等により、現在総合支所に勤務する一部の職員の勤

務場所が本庁舎に移ることなどを踏まえ、民間ビルの一部区画を借用し、現在、本庁舎

で業務を行う一部組織の執務室を本庁舎外に移転します。 

 

１ 背景 

区では、平成１８年の区役所・支所改革以降、総合支所を中心とした区政運営を進め、

地域との連携強化や課題解決に一定の成果を上げてきました。一方で、少子高齢化によ

る人材確保の困難化や職員の若年化、行政ニーズの多様化など、区を取り巻く環境は大

きく変化しています。 

令和７年に実施した職員向けのアンケートでも、総合支所と支援部の役割・機能に課

題を感じる声が多く、専門性の継承や業務効率化、責任区分の明確化が求められている

ことが明らかになりました。（資料１－２参照） 

こうした状況の中、業務に応じた利便性・専門性・的確性を多角的に検討し、区民サ

ービスの質を高めることが求められています。特に福祉・保育・まちづくり部門では、

専門性の継承が大きな課題であり、業務の一元集約化による体制整備が必要で、これを

解決するためには本庁舎への職員集約が必要な状況です。 

  

２ 執務環境の整備及び一部組織の本庁舎外への移転について 

一方、本庁舎はすでに執務スペースが逼迫しており、執務スペースにおける一人当た

りの気積は、事務所衛生基準規則第２章第２条で定める「一人当たり十立方メートル以

上の気積（本庁舎の場合約４㎡以上／人の面積が必要）」を最低限満たしているだけの状

況です。加えて、令和７年に実施した職員向けアンケートでは執務環境に満足している

職員の割合が２８％にとどまっており、執務環境改善の必要性が浮き彫りとなっていま

す。 

このため、本改革に伴い、本庁舎に勤務場所を移す職員の執務スペースを確保すると

ともに、快適な執務環境を整備します。 

快適な執務環境を整備するに当たっては、現状の一人当たりの平均執務面積である約

４㎡で生じている課題を踏まえ、スペースの柔軟性や汎用性が確保することができる、

約５㎡／人にすることを目標とします。 

そのためには、本庁舎外のスペースとして、約２，０００㎡程度を新たに生み出し、

本庁舎で勤務する職員数の適正化を図る必要があることから、本庁舎外への一部組織の

移転を進めます。 

令和７年１１月２１日 資料№１ 
総 務 常 任 委 員 会 
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３ 民間ビルの借用について 

必要となる移転スペースの規模を踏まえ、契約期間や借用する床面積の調整が柔軟に

対応でき、将来的な職員数の変動にも対応しやすい利点のある民間ビルを借用して、移

転する組織の執務室とします。 

民間ビルの借用は、今後１０年、２０年先に必要となる職員数の見通しが不透明であ

ることに加え、人口増加が見込まれている状況を踏まえ、当面の暫定的な対応と位置づ

けます。将来的には、財政負担のない区有施設内に執務室を設けることを目指し、今後

も継続的に検討を進めます。 

 【借用する民間ビルの条件】 

条件 詳細 

本庁舎との近隣

性の確保 

区民等の利便性を損なわず、また、業務遂行において本庁舎と

の円滑な連携・調整を維持する観点から、本庁舎から徒歩１０

分圏内に所在する物件を選定対象とします。 

区民との利便性

の確保 

区民等が当該ビルに入館する際、執務室までセキュリティゲー

ト等の制約なく自由にアクセスできること、本庁舎の２階以上

のフロアと同等の廊下幅を確保できること、また、動線が窮屈

にならないよう、柱や壁でフロアが分断されていないなど、区

民等にとって使いやすい区画を有する物件を選定対象としま

す。 

快適で効率的な

執務環境の確保 

業務効率やモチベーションの向上が、区民サービスの向上にも

寄与するため、業務スペースの確保にとどまらず、そこで働く

職員が快適に、日々の業務に取り組むことができる物件を選定

対象とします。 

 

４ 事業規模 

５年間の定期借家契約の締結に当たり、令和７年第４回港区議会定例会において、敷

金に係る歳入歳出予算及び６０か月分（５年間分）の賃料に係る債務負担行為を補正予

算として提出します。 

（経費内訳（予定）） 

敷金 ２３２，１９１千円（税込み） 

    （内訳） 坪単価３０，０００円×１．１×５８６．３４坪×１２か月 

 賃料 １，１６０，９５４千円（税込み） 

     （内訳） 坪単価３０，０００円×１．１×５８６．３４坪×６０か月 

 

５ 今後のスケジュール（予定） 

  令和７年１１月～１２月  令和７年第４回港区議会定例会（補正予算案提出） 

１２月      ビル賃貸借契約締結 

令和８年 ６月      内装工事等開始 

      １０月      民間ビルでの執務開始 
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区役所改革担当 

 

「将来に向けた持続可能な区役所への改革」の取組の骨子案について 

 

これまでの「区役所・支所改革」の実績を生かしながら、１０～２０年先を見据えた区役所改

革を令和９年４月までに実施するにあたり、「将来に向けた持続可能な区役所への改革」の取組の

骨子案を作成しました。 

 

１ 検討経緯 

令和７年７月２２日のＤＸ推進・行財政等対策特別委員会で、「将来に向けた持続可能な区役

所への改革」の取組の方向性を報告後、これまでの「区役所・支所改革」を総括するため、部

課長ヒアリングや職員アンケート（回答結果の概要は別紙１参照）を実施し、平成１８年度以

降の「区役所・支所改革」の成果と課題を分析しました。 

  また、区役所改革会議の下に区役所改革検討部会を設置し、「将来に向けた持続可能な区役所

への改革」の取組について全庁横断的に検討しました。 

   

２ 「将来に向けた持続可能な区役所への改革」の取組の骨子案（別紙２参照） 

（１）基本的考え方 

区の人口増加や行政ニーズの複雑化、多様化等に対応しながら、区民サービスの質を向上さ

せる必要があります。こうした背景を受けて、１０～２０年先を見据えた「将来に向けた持続

可能な区役所への改革」の取組を検討するにあたり、「総合支所制度で充実した区民サービスは

原則維持すること」及び「サービス、区民参画・協働の拠点としての機能は維持すること」を

共通する基本的考え方とします。その基本的考え方のもと、部署の役割分担を見直し、機能を

集約することで、職員の専門性を維持及び強化し続けます。 

なお、サービスや区民参画・協働の拠点については、引き続き総合支所庁舎の窓口で提供し、

「将来に向けた持続可能な区役所への改革」の取組後は、地区の窓口として位置づけます。 

地区の窓口では、書類の受領や来庁者対応などの一次対応は、これまでと同様に実施します。

ケースワークや専門相談などは、必要に応じて本庁での対応やあらかじめ日時を決めて再来庁

を求めることとなる場合がありますが、円滑で正確かつきめ細かな対応を実現します。このよ

うに、本庁と地区の窓口の役割分担を明確にすることで、区民サービスの質を高め、区民満足

度の向上を目指します。 

（２）組織の再構築の方向性 

平成１８年度以降の「区役所・支所改革」の成果と課題を踏まえ、支所の業務分担を以下の

とおりとします。なお、支所の組織については、引き続き検討します。 

ア 現管理課業務の取扱い 

現管理課の業務は、原則、制度・条例所管部等（以下「各部」といいます。）で対応しま

す。 

ただし、各部での実施に適さない業務（支所の庁舎管理業務など）は再編後の支所の組

令和７年１１月２１日 資料№１－２ 
総 務 常 任 委 員 会 
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織で対応します。 

イ 現協働推進課業務の取扱い 

町会・自治会をはじめとする地域の団体に関わる業務は、引き続き支所の組織で対応し、

集約化により専門性の確保や効率化が見込まれるその他の業務を各部で対応します。 

地域事業も、各地区の課題に起因することから、引き続き支所の組織で対応します。な

お、各部業務とした現協働推進課業務について、引き続き地区の窓口に問合せが来た際は、

支所の組織から所管の各部に取り次ぎます。 

ウ 現まちづくり課業務の取扱い 

    現まちづくり課における業務は、各部で対応します。 

ただし、各部に所属する職員を地区の窓口に配置し、窓口での対応が必要な業務につい

ては、引き続き当該窓口で対応します。 

エ 現区民課業務の取扱い 

現区民課における保健福祉係及び生活福祉係の業務は、福祉総合窓口を維持しながら、

各部で対応します。 

職員は各部の所属とし、デジタルツールの活用や福祉総合窓口支援員の機能強化など、

様々な工夫を講じることで、サービスの利便性を原則として維持します。 

 

３ 関係者説明及び業務の整理 

  令和７年度中に、関係団体及び職員に対し、概要及び趣旨を説明します。 

令和８年度には、組織体制、職員定数や業務分担などの具体的な項目を調整します。業務分

担に際しては、単なる引継ぎにとどまらず、未整備の業務マニュアルの作成や複数部署で個別

に作成されていた業務マニュアルの標準化等、業務手順を改めて整理します。 

 

４ 執務環境における課題 

  「将来に向けた持続可能な区役所への改革」の実施に伴い、現在総合支所で勤務する１６０

名相当の職員について、勤務場所が区役所本庁舎に移る予定です。 

しかしながら、区役所本庁舎の執務環境は、現状においてもひっ迫した状況にあり、職員の

執務スペースを追加で確保することが困難であることが想定されます。 

これらを踏まえ、職員が快適に働きやすく、柔軟な働き方が可能となる執務環境を実現する

ためには、区役所本庁舎以外の民間ビルの一部借用を視野に入れた執務スペースの確保が喫緊

の課題です。また、総合支所で新たに創出されたスペースについても、有効活用策を検討しま

す。 

 

５ 今後のスケジュール（予定） 

  令和７年１２月～   「将来に向けた持続可能な区役所への改革」の取組の決定 

ＤＸ推進・行財政等対策特別委員会報告 

             見直しを行う具体的業務分担等の調整 

  令和９年４月     新体制による業務開始 
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「将来に向けた持続可能な区役所」に向けた取組のための 

職員アンケート結果について 

 

１ 回答件数 

  1,028 件 

  ※回答率は、対象者 2,180 人に対して約 47％。 

 

２ 回答内容 

（１）「総合支所と支援部の役割や機能で課題に感じていることはありますか？」

への回答 

 

 

 

 

 

 

（２）（１）で「感じていることがある」を選んだ人のうち、「具体的にはどのよ

うなことが課題だと感じていますか？（複数回答可）」への回答 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※全文は以下の通り 

 「総合支所と支援部の役割分担、責任区分が明確でないものがあり、担当業務に差が生じている。」 

 

（３）「あなたは、区役所全体の組織体制を変えていくことについてどのように

考えていますか？」への回答 

 

 

 

 

 

 

※ 

別紙１ 
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（４）「自由記入欄」への記入 

  ア 人員体制について 

・部署に経験年数の浅い職員が多く、業務継承や育成が困難。育休・病休

など突発的な事情に対応できる余裕はなく、若手が若手を育てる構造

や、責任が集中することで心身に不調をきたすケースもある。 

・異動直後の職員が業務を把握できず、過重負担による休職が続いてい

る。 
・支所業務未経験の職員が支援部に配属されると、現場理解が乏しく、支

所との意思疎通が困難になる。 
  イ 人材確保、離職、職員の力量差、業務量に関する意見 

・職員数が業務量に見合っておらず、常勤職員が不足している。会計年度

任用職員や派遣職員に頼らざるを得ない状況が常態化している一方、

部署によっては、派遣職員では専門業務を担えず、常勤職員に負担が集

中している。 

・制度改正や新規施策により業務が複雑化しているが、専門知識を持つ職

員が不足しており、対応が困難になっている。 

・特定の職員に業務が偏ることで、組織全体の生産性が下がっている。 

・人員は増えない一方で、新しい事業が成果検証や終期設定なしに導入さ

れ、業務の廃止が進まず、業務量が増加し続けている。超過勤務や休職

者も発生している。 

  ウ 組織構造に関する意見 

・経験者が支所に分散されていることで、若手職員へのサポート体制が弱

く、育成や知識継承が進まない。ミスや業務停滞の原因となっていると

ともに、知識のある職員に負担が集中している。 
・支援部・支所間で、業務の重複や連絡の行き違いが多い上、５支所間で

の調整や確認には時間がかかり、迅速な対応が困難になっている。 
・支所での申請受付や判断業務に５倍のマンパワーを要し、非効率。 

・業務が複数部にまたがり役割分担が曖昧で、業務の押し付け合いや判断

のばらつきが生じており、区民からのクレームや職員の混乱につなが

るとともに、区民サービスや職員の業務効率に悪影響を与えている。 
エ 執務環境、組織運営上の仕組みに関する意見 

・庁舎の老朽化や空調の不具合、ネット接続の不安定さ、執務スペースや

会議室・ロッカーの不足など、日常業務に支障をきたす環境面の課題が

ある。 
・理不尽な陳情や長時間拘束に対し、職員を守る仕組み（録音・定型文対

応・相談体制など）が不十分で、精神的負担が大きい。 
・運用決定までに多段階の承認が必要で、契約や事業開始までに時間がか

かり、社会の変化に追いつけない。 
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  【区を取り巻く状況の変化】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【区が求められること】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【目指すべき姿】 

区の人口増加や社会課題の高度化 

行政ニーズの複雑化・多様化 

中堅・ベテラン職員の減少 

職員の年齢構成の若年化 

【これまでの成果】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アクセス性の向上 

生活福祉、保健福祉について、総合

支所の窓口での手続きが可能に。 

地域との連携関係の強化 

地域との距離が近くなり、地域課

題の早期把握・解決に向けた基盤

が構築。 

地域との円滑な意思疎通 

道路や公園などの生活基盤につ

いて、丁寧な相談や円滑な整備が

可能に。 

【以下を全課に共通する基本的考え方とする】 

・総合支所制度で充実した区民サービスは原則

維持する。 

・サービス、区民参画・協働の拠点としての機能

は維持する。 

→平成 17 年度以前の体制に戻すことではなく、

実情に沿った見直しを行う。 

部課長ヒアリング・ 

職員アンケート等 

を実施 

【「将来に向けた持続可能な区役所への改革」の取組の方向性】 

（１）総合支所と本庁の機能の再構築 

「総合支所」と「それを支える支援部」から、「サービス、区民参画・協働の拠点

としての支所」と「政策調整、統一的に対応すべき事務事業の実施拠点としての

部」に。 

（２）指揮命令系統及び業務分担を見直し 

５つの総合支所それぞれに意思決定に関与する主体が配置されていた体制を見

直し、原則、指揮命令系統を部に一元化。 

（３）組織改正・人員配置の見直し 

役割分担・責任区分を明確に 

統一対応への調整負荷を解消 

専門性を蓄積・継承 アクセス性の維持 

職員配置を見直し、専門性の向上や知識・経験の継承を図ることで、精度が高く

きめ細かなサービスを実現するとともに、デジタルツールを活用し、区民サービ

スの高いアクセス性や地域との良好な関係を継承。 

地域との連携関係の継承 

 

別紙２ 「将来に向けた持続可能な区役所への改革」の取組の骨子案 

これまでの「区役所・

支所改革」を総括 

【主な課題】 

役割分担・責任区分の不明確さ 

総合支所と支援部の役割分担、責任

区分の不明確さが顕在化し、区民か

らの問合せや要望に対し、迅速な対

応を困難にする要因となっている。 

統一対応への調整負荷 

各支所での対応を統一するために

各部署間での調整に時間を要して

いる。 

専門性蓄積・継承の困難さ 

５地区で窓口対応を行っているた

め、対応件数が分散し、経験や対応

実績が蓄積されにくい。さらに、職

員配置も５地区に分散しているた

め、専門性の向上や知識・経験の蓄

積・継承が困難な状況である。業務

マニュアルの整備や研修を通じて

職員間の知識共有を図っているが

限界があり、区民サービスにばらつ

きを生じさせる一因となっている。 

区を取り巻く状況の変化

に対応しながら、区民サ

ービスの質を向上させる

こと 

職員の専門性が維持・強

化されている、１０～２

０年先を見据えた「将来

に向けた持続可能な区役

所」 

こ
れ
ま
で
の
成
果
と
課
題
を
踏
ま
え
た
取
組
の
実
施 
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【改革後のサービス提供体制（案）】 

・同一種別の施設における意思決定主体を一元化

し、施設運営等に伴う他支所や本庁との連携・調整

の煩雑さや混乱を解消。 

・不定期業務（プロポーザル等）を本庁での業務と

し、経験、実績を蓄積。迅速・効率化を図り、正確

性と専門性を確保。 

ねらい 

・一部業務を本庁での業務とすることで、課の本来

の設置趣旨に即した業務に集中でき、主体的に業務

に取り組める体制に。 

・経験、実績を一元化、知識やノウハウを蓄積。 

・地域団体との調整や協働組織への事務局（支援体

制）は支所の組織で所管し、地域との良好な関係性

を維持。 

ねらい 

・一部業務を本庁で対応することで、統一的な対応

を可能にするとともに、職員間連携や知識共有の環

境を整備。 

・専門性の高い各種業務についても、人材育成と技

術継承できる環境を整備。 

ねらい 

・意思決定主体を一元化し、本庁と支所間の意見の

不一致や５支所間での調整業務などの非効率要因を

回避。 

・業務、勤務場所を統合し、職員間連携や知識共有

の環境を整えることで、専門的な知見の蓄積し、区

民一人ひとりに寄り添った丁寧な対応を可能とする

体制を強化。 

・地区の窓口機能を維持し、区民の利便性を確保。 

ねらい 

区民サービスの利便性を原則維持しつつ、

質を向上させることで、区民満足度の向上

を図ります。 

・町会・自治会活動支援全般→引き続き地区の窓口で対応 

・地域事業 → 引き続き地区の窓口で対応 

・安全環境美化推進協議会の運営 引き続き地区の 

・クリーンアップキャンペーン  窓口で対応 

・路上喫煙等に関する対応     本庁で 

・公害防止指導に関する対応    対応 

※従来通り、地区の窓口への来庁者からの相談は、

地区の窓口の職員が聞取り、所管の部署に引き継

ぐ。 

〇対応経験の蓄積が必要な業務は、本庁で一括対応

することで、より正確な対応を可能とする。 

町会・自治会 

コミュニティ活動 

環境 

・地域猫の去勢・不妊手術費用助成    保健所、 

・地域猫、犬に関する対応        本庁で対応 

・ハクビシン、アライグマ等の対応 

※従来通り、地区の窓口への来庁者から申請書の提出や

相談があった場合は、地区の窓口の職員が書類の受領

や所管部署への引継ぎ対応を行う。 

〇保健所、本庁で一括対応することで、関係部署間の調

整が不要となり、より丁寧かつ的確な対応を可能とす

る。 

動物愛護 

・帰宅困難者対策 

・地域防災協議会  引き続き地区の窓口で対応 

防災 

・放置自転車対策 

・まちづくり相談       引き続き 

・町会等の占用許可申請    地区の窓口で対応 

・公園、運河沿緑地等整備 

・道路や橋りょうの整備     本庁で対応 

・電線共同溝整備 

〇専門性の高い業務を本庁の部に一元化し、業務

効率化により職員の負担軽減を図りながら、専

門的知識・技術をさらに向上させる。 

まちづくり 

・保育園の入所相談、申込受付    引き続き 

・児童手当             地区の窓口で対応 

・保育園、港区保育室などの施設管理運営 

・学童クラブ等の事業運営         本庁で対応 

〇同一種別の施設の担当部署を一元化し、経験を集約する

ことで、事務の更なる統一化・効率化を図る。 

子ども 

高齢者や障害のある方への支援や、保健衛生事業、生活福

祉分野等について、受付や交付機能は原則地区の窓口に機

能を存置する。 

・各種高齢者福祉サービス      引き続き 

・難病等医療費助成などの申請受付  地区の窓口で対応 

・母子健康手帳の交付     等 

・障害や生活保護分野に係る 

ケースワーク  本庁で対応 

〇相談内容が多岐にわたっており複雑であるため、本庁で

一括対応することで区民サービスの質の向上を図る。 

福祉 

その他 

・後援名簿等使用許可→引き続き地区の窓口で対応 

 

・区民センター、区民協働スペースの管理運営 

→ 本庁で対応 

〇同一種別の施設の担当部署を一元化し、経験を集

約することで、事務の統一化・効率化を図る。 

管理課 

【現行の支所の組織図、今後の支所の組織図と見直しのねらい】 

協働推進課 

まちづくり課 

区民課 

凡例 
水色：現在、支所の窓口で対応しているもののうち、 

引き続き地区の窓口で対応するもの 
黄色：現在、支所の窓口で対応しているもののうち、各部で対応するもの 
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